
４ 入学者の選抜方法（総合得点の算出方法） 

(1) 一般枠  

＜全日制の課程＞ 次のア～エのとおりとする。 

ア 調査書中の「各教科の学習の記録」に記載されている各学年の５段階評定の 数値を合計して

学習の記録の合計とする。学習の記録の合計は 135 点満点にな る。これを 1000 点満点に換算

し、学習の記録の換算点とする。 

イ 学力検査の５教科の配点は、各教科 100 点とする。学力検査の合計は 500 点満 点になる。た

だし、指定する教科の配点を２倍とする傾斜配点を実施すること ができる。指定できる教科

は２教科までとする。したがって、学力検査の合計 の上限は 700 点になる。 学力検査の合計

を 1000 点満点に換算し、学力検査の換算点とする。 

ウ 学習の記録の換算点と学力検査の換算点を、各学校が定めた調査書と学力検 査の比重を用い

てそれぞれを換算し、合算した得点を総合得点とする。総合得 点は 1000 点満点になる。調査

書と学力検査の比重は、（７：３）、（６：４）、 （５：５）、（４：６）、（３：７）のいずれか

とする。 

エ 学校独自検査を実施する学校・学科は、ウの得点にさらに学校独自検査の得 点を加えたもの

を総合得点とする。学校独自検査の満点は 100 点、200 点、300 点、400 点、500 点のいずれ

かとする。したがって、学校独自検査を実施する場 4 合の総合得点の上限は 1500 点になる。 

 
 

(2) 学校設定枠 

＜全日制の課程＞ 次のア～エのとおりとする。 

ア 調査書中の「各教科の学習の記録」に記載されている各学年の５段階評定の 数値を合計して

学習の記録の合計とする。ただし、指定する教科における各学 年の５段階評定の数値の合計

を２倍とすることができる。指定できる教科は９ 教科のうち４教科までとする。したがっ

て、学習の記録の合計の上限は 195 点 になる。 



イ 学力検査の５教科の配点は、各教科 100 点とする。ただし、指定する教科の 配点を２倍とす

る傾斜配点を実施することができる。指定できる教科は２教科 までとする。したがって、学

力検査の合計の上限は 700 点になる。 

ウ 調査書の学習の記録の合計と学力検査の合計のそれぞれを、学校独自で換算 したものを換算

点とする。換算は、それぞれの換算点を合計したときに、合計 が 1000 点満点になるように行

う。 

エ 調査書の学習の記録の換算点と学力検査の換算点に、その他の検査等の得点 を加えたものを

総合得点とする。その他の検査等の満点は 500 点を上限とする。 したがって、総合得点の満

点は学校ごとに異なり、その上限は 1500 点になる。 

 
 

 

 

 

 

 

 


